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　取手市は、交通の利便性と豊かな自然環境
を兼ね備えた住みやすい都市として発展を続
けており、現在も「選ばれるまち」を目指して成
長を続けています。  
　この度、歴史あるわがまち取手市の魅力を
凝縮した総合的な情報誌として「暮らしの便
利帳」を発行する運びとなりました。  
　この冊子には、市の概要や行政手続き、医
療・福祉といった生活に欠かせない情報、さら
には防災や救急に関する内容など、日常生活
に役立つ情報が幅広く掲載した一冊となって
います。
　本冊子が取手をより深く知っていただく
きっかけとなるとともに、皆さまの生活の一助
となれば幸いです。
　なお、本冊子制作にあたり、多くの事業者や
団体の皆様に広告協賛をいただきました。ご
協賛いただいた皆様に対し、心より感謝申し
上げます。

　取手市がまだ町であった
昭和37年、全国からの公募
によって決定しました。カタ
カナの「ト・リ・テ」を、組合せ
て地名を表しています。
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　わたくしたちは、利根川の豊かな流れと小貝川の
清流、太陽あふれる広い空、澄んだ空気に恵まれ、歴
史と伝統にはぐくまれた取手市民です。
　わたくしたちは、取手をふるさとにもつことを誇り
とし、みんなが心をひとつにして、明るく住みよい文
化の薫るまちを築くため、明日への願いをこめて市民
憲章を定めます。

わたくしたちは

１．自然を愛し、水と緑をまもり、やさしい環境を

つくります。

２．のびやかな心とじょうぶな体をつくり、教養を

高めます。

３．力を合わせ、助け合い、思いやりをもち、人の

和を広げます。

４．家庭を大切にし、きまりをまもり、仕事や勉強

にはげみます。

５．いつも平和を願い、文化芸術と伝統を大切

にし、夢と希望のあるまちをつくります。
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